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［成果の内容］ 

ピーマン、トマト、ホウレンソウを供試作物に、ネオニコチノイド系殺虫剤等を含む数

種類の水溶性農薬を対象として、水抽出による試料調製法を検討しました。この試料調製

法では、磨砕均一化した試料を水で抽出し、得られた試料抽出液を 2 種類の市販固相抽出

カートリッジでクリーンアップします（図１）。圃場で農薬散布して調製した実試料を、確

立した試料調製法および厚生労働省通知試験法（以下通知試験法）でそれぞれ分析したと

ころ、双方の分析値はほぼ同等となり、水溶性農薬の抽出に水が有効であることが示され

ました（図２）。 

この水抽出法を、水溶性から脂溶性の種々の農薬に適用したところ、農薬の水溶解度が

小さくなるに従って、回収率は著しく低下しました（図３）。この結果から、水抽出による

試料調製法の限界点は、農薬の水溶解度を指標として 200 mg/L 程度となり、これよりも

水溶性の高い農薬で適用可能と考えられました。 

確立した試料調製法は、通知試験法と比較して 1 試料当たりに必要な有機溶媒消費量を

およそ 70%削減できました（図１）。有機溶媒消費量の大幅な削減は、労働環境の改善や

環境負荷の軽減だけではなく、残留農薬分析に掛かるコスト削減にも寄与すると考えられ

ます。なお、残留基準値超過等の確定検査には通知試験法による分析が求められますが、

この方法は、作物の農薬残留に因る消費者の健康被害を未然に防止するための出荷前検査

等、残留農薬の一次スクリーニング検査法としての活用が見込まれます。 
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水抽出法を用いた水溶性農薬の作物残留分析で 

溶媒使用量を削減 

［要約］ 

作物中に残留する水溶性農薬を水で抽出することで、有害な有機溶媒の消費量を削減で

きる分析法を確立しました。この方法は作物の出荷前検査等、残留農薬の日常分析法へ

の活用が見込まれます。 

［背景と目的］ 

作物の安全性を確保するには残留農薬分析が不可欠です。しかし、厚生労働省通知試

験法をはじめとする通常の残留農薬分析では、試料調製（抽出やクリーンアップ）過程

では有害な有機溶媒を大量に必要とするため、分析作業者の健康影響や環境負荷が懸念

されます。そこで、本研究では試料調製過程の有機溶媒消費量を削減するため、ネオニ

コチノイド系殺虫剤等を始めとする水溶性の高い農薬を対象に水抽出法を検討しまし

た。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水抽出法 厚生労働省通知試験法  

磨砕均一化した作物試料 (5 g) 磨砕均一化した作物試料 (20 g) 

抽出 
↓水 15＋10 mL ↓アセトニトリル (MeCN) 50＋20 mL 

遠心分離、ろ過 
ろ過、MeCN で抽出液を 100 mL に定容し、

そのうち 20 mL を分取 

↓ 液々分配、脱水 転溶 

Oasis HLB 固相抽出 ENVI-Carb/LC-NH2 固相抽出 

クリーン 

アップ 

↓予備洗浄：メタノール 6 mL、水 6mL 

↓溶出：メタノール 10 mL 

↓予備洗浄：MeCN-トルエン(3:1) 10 mL 

↓溶出：MeCN-トルエン(3:1) 20 mL 

Envi-Carb/LC-NH2 固相抽出 ↓ 

↓ 

↓ 

↓予備洗浄：MeCN-トルエン(3:1) 10 mL 

↓溶出：MeCN-トルエン(3:1) 20 mL 

高速液体クロマトグラフィー 高速液体クロマトグラフィー 測定 

   

有機溶媒消費量（洗い込みも含む） 

１試料当たりおよそ５０ ｍＬ １試料当たりおよそ１５０ ｍＬ 

水抽出法採用による有機溶媒の削減率はおよそ 70% 

 図１ 水抽出法及び厚生労働省通知試験法による試料調製及び有機溶媒消費量の比較 

図２ 水抽出法及び通知試験法によるピ

ーマン中の水溶性農薬の残留濃度の比較 

水抽出法及び通知試験法で得た分析結果

は、ほぼ同等でした。トマト、ホウレンソ

ウについても、同様の結果が得られていま

す。 
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図３ 水抽出法の技術的な限界点 

水抽出法による回収率は水溶解度(括弧内

の数値(mg/L))が小さくなると､著しく低

下します。本法の適用の限界点は、水溶解

度が 200 mg/L 程度の農薬です。 
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供試試料：各農薬 1 mg/kg を添加した作物 
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